
消費生活無料法律相談
■内容多重債務・悪質商法などの悩みに弁

護士が対応　■ 5 月10日㈬、24 日㈬。各13時～
15 時 30 分　■えーるピア久留米　■対象市内に
住んでいる人　■申込方法申込先に連絡
○申 消費生活センター

（☎ 30･7700、℻ 30･7715）

認知症介護電話相談
■内容日常生活での対応、在宅介護の悩み

などに介護経験者が対応　■ 4 月 11 日から 5 月

2 日までの火曜。各 10 時～ 15 時　■相談電話番
号 30･9210
問長寿支援課（☎ 30･9207、℻ 36･6845）

女性のための相談
【総合・性暴力相談】■内容 DV、夫婦問題、

性被害、労働、職場での悩みなどに電話、面
接で女性相談員が対応　■月～水・金・土曜 10
時～ 18 時。木曜 17 時～ 20 時。日曜 10 時～
17 時

【無料弁護士相談】■内容夫婦問題などの悩みに面

接で女性弁護士が対応　■5 月 11 日㈭、25 日㈭、
各14時～15時30分。5月18日㈭17時30分～
19 時
　いずれも会場はえーるピア久留米。面接相談は
申込先に連絡。託児の申込締切は相談日の 5 日前。
○申男女平等推進センター

（☎ 30･7802、℻ 30･7811）

身体障害のある人のための
無料相談

■内容身体障害者手帳の取得方法や、生活の悩み
に身体障害者相談員が対応　■ 4 月 12 日㈬、19
日㈬、5 月 10 日㈬。各 13 時～ 16 時　■市総合
福祉会館　■対象身体障害のある人と家族　■申し
込み不要
問障害者福祉課（☎ 30･9035、℻ 30･9752、

□ fukushi@city.kurume.fukuoka.jp）

外国人のための無料相談会
■内容在留資格、労働問題の悩みなどに行

政書士や弁護士、社会保険労務士が対応。多言語

通訳サービスあり　■4 月 15 日㈯ 13 時～ 16 時　
■みんくる　■申込締切 4 月 14 日 ㈮
○申広聴・相談課（☎ 30･9096、℻ 30･9711）

高齢者向け無料相談
■内容成年後見制度、相続遺言の悩みに公証

人 OB、行政書士などが対応　■ 4 月 28 日㈮、5
月26日㈮、6 月 22 日㈭。各11時～ 16時　■みん
くる　■申し込み不要
問 NPO 法人高齢者・障害者安心サポートネットの
生地さん（☎ 090･7443･3708、℻ 27･6122）
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・春は、就職や入学などさまざまな変化の多い季
節です。希望や不安を胸に新しいスタートを切っ
た人も多いかと思います。新年度を迎えるのに伴
い、本紙も表紙のロゴの色が変わりました。令和
3 年のリニューアルから毎年度、色を変えていま
す。小さな変化ですが、気分一新、新たな気持ち
で情報を伝えるべく頑張りたいと思います。（貴）

編集後記5月分 市民相談のご案内

◉市民センター

◉総合支所◉本庁舎 6 階

耳納 筑邦 上津 千歳 高牟礼
★一般相談

10:00 ～ 16:00  9 日㈫ 16 日㈫ 29 日㈪ 22 日㈪ 2 日㈫

★弁護士相談
14:00 ～ 16:00 17 日㈬ ― ― ― ―

行政相談
13:00 ～ 16:00 ― ― ― ― 12 日㈮

人権相談
13:00 ～ 16:00 ― ― ― 19 日㈮ ―

田主丸 北野 城島 三潴
★一般相談

10:00 ～ 16:00 18 日㈭ 26 日㈮ 25 日㈭ 30 日㈫

★弁護士相談
13:30 ～ 15:30 8 日㈪ 15 日㈪ 11 日㈭ 23 日㈫

行政相談
13:00 ～ 16:00 12 日㈮

人権相談
13:00 ～ 16:00 ― 19 日㈮ ― 19 日㈮

一般・市政相談 8:30 ～ 17:15 平日

★弁護士相談  13:00 ～ 16:00
10 日㈬ 
24 日㈬ 
31 日㈬

★公証業務相談  13:00 ～ 15:00 17 日㈬

★司法書士相談  13:00 ～ 16:00 18 日㈭

★建築相談  13:00 ～ 16:00 11 日㈭

★税理士相談 13:00 ～ 16:00 1 日㈪

★交通事故相談 10:00 ～ 15:00 9 日㈫ 
23 日㈫

★出入国管理局相談 13:00 ～ 15:00 11 日㈭

不動産相談 13:00 ～ 16:00 22 日㈪ 
29 日㈪

行政相談  13:00 ～ 16:00 12 日㈮

人権相談 13:00 ～ 16:00 19 日㈮

行政書士相談 10:00 ～ 15:00 2 日㈫

社会保険労務士相談 10:00 ～ 15:00 15 日㈪

土地家屋調査士相談 13:00 ～ 16:00 30 日㈫

マンション管理士相談 13:00 ～ 16:00 26 日㈮

　★印の付いた相談は申し込みが必要。先着順で、申
込開始は4月10日㈪8時30分。相談日を指定できる、
無料のチケット弁護士相談も行っています。
○申広聴・相談課（☎ 30･9017、℻ 30･9711）

　市外から久留米市への転入に伴い住宅を購入し
た人に移住支援補助金を交付します。転入前に他の
市区町村に1年以上続けて居住していたことが条件。
　久留米市内の賃貸住宅に転入後、2 年以内に住
宅購入の契約をし、その住宅に市内転居した人も
対象になります。ただし、基準日が今年 1 月 1 日
以降の場合に限ります。
■基準日購入した住宅の所有権登記日と転入日また
は市内転居日のいずれか遅い日　■補助額最大 30
万円。基本額は 5 万円で、要件を満たす場合に加

算　■加算要件・加算額①中学生以下の子どもと同
居する場合・20 万円　②三大都市圏、福岡都市圏
から転入した場合・5 万円　③市内に 3 世代が居
住する場合・５万円　④市内で働いている世帯員
が転入した場合・5 万円　■申請期間基準日から 1
年経過するまで
　申請書類は加算の内容などによって異なるので、
事前に問い合わせ先まで。
問久留米市移住定住促進センター

（広報戦略課内、☎0120･888･748、℻30･9703）

久留米市への移住を応援
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